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○ 経 済 産 業 省 令 第 十 六 号  

 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ） 第 二 条 第 十 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 産 業 競 争 力 基

盤 強 化 商 品 に 関 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 五 日                    経 済 産 業 大 臣  武 藤  容 治  

   産 業 競 争 力 基 盤 強 化 商 品 に 関 す る 省 令  

産 業 競 争 力 強 化 法 第 二 条 第 十 四 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 同 項 に 規 定 す る 産

業 競 争 力 基 盤 強 化 商 品 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 要 件 と す る 。  

一  半 導 体  次 に 掲 げ る も の の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

イ  演 算 を 行 う 半 導 体 で あ っ て ト ラ ン ジ ス タ ー 上 に 配 置 さ れ る 導 線 の 中 心 の 間 隔 が 最 も 短 い 箇

所 に お い て 百 ナ ノ メ ー ト ル を 超 え る も の  

ロ  演 算 を 行 う 半 導 体 以 外 の 半 導 体 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の の い ず れ か に 該 当 す る も の  

（ １ ）  電 流 若 し く は 電 圧 を 電 気 的 信 号 に 変 換 し 又 は 電 気 的 信 号 を 電 流 若 し く は 電 圧 に 変 換

す る こ と が で き る と い っ た 固 有 の 機 能 を 果 た す 半 導 体 で あ っ て 、 当 該 半 導 体 を 構 成 す る ウ
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エ ハ ー が 主 と し て け い 素 、 炭 化 け い 素 又 は 窒 化 ガ リ ウ ム で 構 成 さ れ る も の （ 半 導 体 材 料 の

内 部 又 は 表 面 に 構 造 を 形 成 し 、 当 該 構 造 に 半 導 体 同 士 又 は 半 導 体 と 導 体 が 接 触 す る 接 合 構

造 を 有 し 、 当 該 接 合 構 造 の 応 答 特 性 を 利 用 す る も の に 限 る 。 ）  

（ ２ ）  光 に 関 連 す る 物 理 現 象 を 電 気 的 信 号 に 変 換 し 又 は 電 気 的 信 号 を 光 に 関 連 す る 物 理 現

象 に 変 換 す る こ と が で き る と い っ た 固 有 の 機 能 を 果 た す も の （ 半 導 体 材 料 の 内 部 又 は 表 面

に 構 造 を 形 成 し 、 当 該 構 造 に 半 導 体 同 士 又 は 半 導 体 と 導 体 が 接 触 す る 接 合 構 造 を 有 し 、 当

該 接 合 構 造 の 応 答 特 性 を 利 用 す る も の に 限 る 。 ）  

（ ３ ）  物 理 現 象 若 し く は 化 学 現 象 （ 圧 力 、 音 波 、 加 速 度 、 振 動 、 移 動 、 方 向 、 歪 み 、 磁 界

強 度 、 電 界 強 度 、 放 射 能 、 湿 度 、 フ ロ ー 、 化 学 物 質 濃 度 等 の 現 象 に 関 連 す る も の を い う 。

） 若 し く は 動 作 を 電 気 的 信 号 に 変 換 し 又 は 電 気 的 信 号 を 物 理 現 象 若 し く は 化 学 現 象 若 し く

は 動 作 に 変 換 す る こ と が で き る と い っ た 固 有 の 機 能 を 果 た す も の （ 半 導 体 材 料 の 内 部 又 は

表 面 に 構 造 を 形 成 し 、 当 該 構 造 に 半 導 体 同 士 又 は 半 導 体 と 導 体 が 接 触 す る 接 合 構 造 を 有 し

、 当 該 接 合 構 造 の 応 答 特 性 を 利 用 す る も の の う ち 、 （ １ ） 及 び （ ２ ） に 掲 げ る も の 以 外 の
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も の に 限 る 。 ）  
二  自 動 車 （ 専 ら 化 石 燃 料 を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る も の を 除 く 。 ）  次 に 掲 げ る も の の い

ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

イ  電 気 自 動 車 （ 電 気 を 動 力 源 と す る 自 動 車 で 内 燃 機 関 を 有 し な い も の を い い 、 燃 料 電 池 を 搭

載 し な い も の に あ っ て は 、 搭 載 さ れ る 蓄 電 池 の 容 量 が 二 十 キ ロ ワ ッ ト 時 以 上 の も の に 限 る 。 ）  

ロ  充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車 （ 電 力 併 用 自 動 車 （ 内 燃 機 関 を 有 す る 自 動 車 で 併 せ て 電 気 及 び

蓄 圧 器 に 蓄 え ら れ た 圧 力 を 動 力 源 と し て 用 い る も の で あ っ て 、 廃 エ ネ ル ギ ー を 回 収 す る 機 能 を

備 え ら れ て い る こ と に よ り 大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 七 号 ） 第 二 条 第 十 七 項 に

規 定 す る 自 動 車 排 出 ガ ス の 排 出 の 抑 制 に 資 す る も の で 当 該 自 動 車 に 係 る 自 動 車 検 査 証 に お い て

ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 で あ る 旨 が 明 ら か に さ れ て い る 自 動 車 を い う 。 ） の う ち 、 動 力 源 と し て 用

い る 電 気 を 外 部 か ら 充 電 す る 機 能 を 備 え て い る も の で 当 該 電 力 併 用 自 動 車 に 係 る 自 動 車 検 査 証

に お い て 当 該 電 力 併 用 自 動 車 が プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 で あ る こ と が 明 ら か に さ れ て い

る 自 動 車 を い い 、 搭 載 さ れ る 蓄 電 池 の 容 量 が 十 キ ロ ワ ッ ト 時 以 上 の も の に 限 る 。 ）  
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三  鉄 鋼  高 炉 又 は 転 炉 を 使 用 し た 鉄 鋼 の 製 造 工 程 か ら 電 気 炉 を 使 用 し た 鉄 鋼 の 製 造 工 程 へ 転 換

す る 場 合 に お け る 、 そ の 電 気 炉 を 使 用 し て 製 造 さ れ る も の で あ る こ と 。  

四  基 礎 化 学 品 （ 化 学 製 品 の 原 材 料 で あ る 化 学 品 （ 化 石 燃 料 に 由 来 す る も の を 除 く 。 ） を い う 。 ）

次 に 掲 げ る も の の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

イ  メ タ ノ ー ル  

ロ  エ チ レ ン  

ハ  ア セ チ レ ン  

ニ  エ タ ノ ー ル  

ホ  プ ロ ピ レ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

ヘ  ブ チ レ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

ト  ブ タ ジ エ ン  

チ  ペ ン テ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

リ  ペ ン タ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  
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ヌ  イ ソ プ レ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

ル  ベ ン ゼ ン  
ヲ  ヘ キ セ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

ワ  ヘ キ サ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

カ  ト ル エ ン  

ヨ  ヘ プ テ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

タ  ヘ プ タ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

レ  キ シ レ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

ソ  オ ク テ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

ツ  オ ク タ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

ネ  ス チ レ ン  

ナ  イ ソ ノ ナ ン （ 異 性 体 を 含 む 。 ）  

五  燃 料  次 に 掲 げ る 燃 料 の 区 分 に 応 じ 次 に 定 め る 要 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。  
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イ  化 石 燃 料 と 混 合 さ れ て い な い 燃 料  Ａ Ｓ Ｔ Ｍ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル が 定 め る 合 成 炭 化 水 素 を

含 む ジ ェ ッ ト 燃 料 油 に 関 す る 規 格 （ Ａ Ｓ Ｔ Ｍ  Ｄ 七 五 六 六 ） を 満 た す も の で あ る こ と 。  
ロ  化 石 燃 料 と 混 合 さ れ て い る 燃 料  そ の 混 合 前 に お い て Ａ Ｓ Ｔ Ｍ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル が 定 め る

合 成 炭 化 水 素 を 含 む ジ ェ ッ ト 燃 料 油 に 関 す る 規 格 （ Ａ Ｓ Ｔ Ｍ  Ｄ 七 五 六 六 ） を 満 た し 、 か つ 、

混 合 後 に お い て も 当 該 規 格 を 満 た す も の で あ る こ と 。  

附  則  

こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日 か ら 施 行 す る 。  


